
　

◆従量制供給のお客さま

上記以外

◆定額制供給のお客さま

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価のお知らせ
（ 2025年５月分～2026年４月分の料金適用分 ）

１ｋＷｈにつき高圧供給

１契約につき最初の１１ｋＷｈまで

区　　　　分

低
圧
供
給

上記をこえる１ｋＷｈにつき

従量電灯Ａ
臨時電灯Ｂ
公衆街路灯Ｂ
おトクｅプラン

スマイルＡＰプラン
でんか引渡しプラン

再生可能エネルギー発電促進
賦課金単価

　　　　　　　４３．７８

　　　　　　　　３．９８

１００ＶＡをこえる１機器につき
５０ＶＡまでごとに

総容量が５０ＶＡをこえ１００ＶＡまでの場合

定額電灯
公衆街路灯Ａ

契約電力３ｋＷの場合

契約電力３ｋＷをこえ１ｋＷを増すごとに

小
型
機
器

５０ＶＡまでの１機器につき

契約電力０．５ｋＷの場合１日につき

総容量が１００ＶＡをこえ５００ＶＡまでの場合
１００ＶＡまでごとに

臨時電灯Ａ
(１日につき)

総容量が５００ＶＡをこえ１ｋＶＡまでの場合

総容量が１ｋＶＡをこえ３ｋＶＡまでの場合
１ｋＶＡまでごとに

１００Ｗをこえる１灯につき５０Ｗまでごとに

総容量が５０ＶＡまでの場合

５０ＶＡをこえ１００ＶＡまでの１機器につき

臨時電力

深夜電力Ａ

契約電力１ｋＷ１日につき

脱穀調整用電力
（１日につき）

契約電力０．５ｋＷの場合

　　　　　　　１３．０９契約電力１ｋＷの場合

契約電力２ｋＷの場合

１契約につき

　　　　　　　３９．２７

区　　　　分

１ｋＷｈにつき

特別高圧供給

１０Ｗをこえ２０Ｗまでの１灯につき

　　　　　　　７７．２９

１ｋＷｈにつき

再生可能エネルギー発電促進
賦課金単価

　　　　　　　　３．９８

　　　　　　　　３．９８

　　　　　　　　３．９８

電
灯

１０Ｗまでの１灯につき

４０Ｗをこえ６０Ｗまでの１灯につき

６０Ｗをこえ１００Ｗまでの１灯につき

２０Ｗをこえ４０Ｗまでの１灯につき

　　　　　　　１５．４６

　　　　　　　１３．０９

　　　　　　　２４．９１

　　　　　　　２４．９１

　　　　　　　２６．１８

　　　　　　　１３．０９

　　　　　　３９８．００

　　　　　　　　６．５５

　　　　　　　２６．１８

　　　　　　　３０．９２

　　　　　　　６１．８３

　　　　　　　９２．７５

　　　　　　１５４．５８

　　　　　　　　２．４９

　　　　　　　４６．１７

　　　　　　　９２．３４

　　　　　　　４６．１７

　　　　　　　　１．２５

　　　　　　　　２．４９

 2025年５月分～2026年４月分の電気料金に適用する再生可能エネルギー発電促進賦課金単価につきまして、以下のとおり、
お知らせいたします。

（参考）再生可能エネルギーの固定価格買取制度について
再生可能エネルギーの固定価格買取制度は、再生可能エネルギー（太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス等）を用いて発電された電気を、

国が定めた一定の価格・期間で電力会社等が買い取ることを義務付け、買取に要した費用を「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として、

電気をお使いになる全てのお客さまに、ご使用量に応じてご負担いただく制度です。

[電気料金ご請求額のイメージ]

（円，消費税等相当額を含む）

（円，消費税等相当額を含む）

電力量料金
（燃料費調整額を含む）

再生可能エネルギー

発電促進賦課金

基本料金 再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ

発電促進賦課金

単 価 ( 円 / k W h )

１ケ月の電気

ご 使 用 量
( k W h )

＝ ＋ ＋

×
ご請求額

2025年3月 四国電力株式会社


